
 

子ども・子育て新制度における利用者負担額（令和元年１０月～） 

 

【１号及び２・３号共通事項】 

１．利用者負担額は父母の市町村民税所得割額（調整控除後）を基に算定します。 
住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除を適用する前の金額を用い

ます。 
父母がともに非課税で、同居の祖父母がいる場合は、当該祖父母を家計の主宰者とみな

し、当該祖父母の市町村民税所得割額を基に算定します。 
 
２．未婚のひとり親世帯については、区役所支援課への申請により、寡婦控除をみなし適用

した場合の市町村民税所得割額を基に算定します。具体的な手続きについては、各区支援
課にお問い合わせください。 

 ※令和３年度市民税額から、未婚のひとり親世帯についても寡婦（夫）控除が適用される
（所得制限あり）ため、令和３年９月分以降については、申請等の手続きは不要となりま
す。 

 
３．利用者負担額とは別に、各施設が設定する費用がかかる場合がありますので、施設へご

確認ください。 
 
 
 
（お知らせ） 

平成３０年９月分以降の利用者負担額算定に係る市町村民税率の取扱いについて 
平成３０年度より、さいたま市を含む政令指定都市において、市民税率が以下のとおり変

更となりました。 
（従前） 市民税率：６％ 県民税率：４％ 

 
 
 

（変更後）市民税率：８％ 県民税率：２％ 
※一部、独自にその他の税率を設定している自治体を除く 

 
平成３０年度市町村民税額により算定される平成３０年９月分以降の利用者負担額は、さ

いたま市をはじめその他の政令市で課税されている方についても、従前の税率（６％）に換
算された市民税額を用いて算定を行います。 



 

【１号：教育標準時間認定】 

各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 
利用者負担額 
（月額） 階層 

区分 
定          義 

第１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法
律第３０号）による支援給付受給世帯 

０円 

第２ 第１階層を除き、前年度市町村民税（９月以降は当該年度分市町村民税

をいう。以下同じ。）の所得割額が市町村民税所得割非課税世帯である
世帯及び教育・保育給付認定保護者が養育里親等である世帯 

０円 

第３ 第１階層を除き、前年度市町村民税の所得割額が７７，１０１円未満で
ある世帯 

０円 

第４ 第１階層を除き、前年度市町村民税の所得割額が７７，１０１円以上 ２
１１，２０１円未満である世帯 

０円 

第５  第１階層を除き、前年度市町村民税の所得割額が２１１，２０１円以上
である世帯 

０円 

 



 

【２号（保育認定・３歳以上児）及び３号（保育認定・３歳未満児）】 
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層 
区分 定          義 

３歳未満児 ３歳以上児 

標準時間 短時間 標準 
時間 短時間 

第１ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。

）、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び

教育・保育給付認定保護者が里親である世帯 

０円 ０円 ０円 ０円 

第２ 第１階層を

除き、前年

度市町村民

税の額の区

分が次の区

分に該当す

る世帯 

市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 ０円 ０円 

第３ 市町村民税均等割額のみの世帯 ８，０００円 ７，８００円 ０円 ０円 

第４ 
市町村民税所得割課税額 １０，０００

円 ９，８００円 ０円 ０円 

 

４８，６００円未満 

第５ ４８，６００円以上６３，９０

０円未満 
１２，５００

円 
１２，２００

円 ０円 ０円 

第６ ６３，９００円以上９７，００

０円未満 
１９，５００

円 
１９，１００

円 ０円 ０円 

第７ ９７，０００円以上１３７，６

００円未満 
３３，０００

円 
３２，４００

円 ０円 ０円 

第８ １３７，６００円以上１６９，

０００円未満 
４４，０００

円 
４３，２００

円 ０円 ０円 

第９ １６９，０００円以上３０１，

０００円未満 
５５，０００

円 
５４，０００

円 ０円 ０円 

第 10 ３０１，０００円以上３９７，

０００円未満 
６０，０００

円 
５８，９００

円 ０円 ０円 

第 11 ３９７，０００円以上 ７２，８００

円 
７１，５００

円 ０円 ０円 

 

（注１）表中の児童年齢については、各年度の４月１日時点の満年齢となります。 
（注２）多子世帯等の利用者負担額軽減は以下のとおりです。 

①同一世帯から２人以上の児童が認可保育所等に在籍している場合、２人目は半
額、３人目以降は無料となります。 
※「保育園等に在籍」とは、認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育

事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所・特別支援学校幼稚部・児
童心理治療施設通所部・企業主導型保育施設に入所または児童発達支援・医
療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を利用している場合を指します。 

②ひとり親家庭及び在宅障害者（児）がいる世帯で、市町村民税所得割額の合計
が 77,101 円未満の場合は、きょうだいの年齢にかかわらず、第１子は半額、第
２子以降が無料となります。 

 ただし、当該世帯が第６階層にあたる場合（所得割額 63,900 円以上 77,101 円
未満）の第１子は、３歳未満児 9,000 円となります。 

③世帯の市町村民税所得割額の合計が 57,700 円未満の多子世帯については、きょ
うだいの年齢制限が撤廃され、家庭における第２子が半額、第３子以降が無料
となります。 

 （注３）未申告等により市民税額が不明な場合は、利用者負担額を第１１階層区分として
決定させていただきます。申告確認後、還付が発生する場合については、引落口
座または指定の還付口座に還付させていただきます。 

 


